
 

被保険者について 

 

１ 被保険者の範囲 

適用事業主に雇用されている労働者は、本人の意思にかかわらず、原則として被保険

者となります。 

ただし、下記３「被保険者とならない者（適用除外）」に該当する労働者については、

この限りではありません。 

 

２ 被保険者の種類 

被保険者には、次の４つの種類があります。 

（1）一般被保険者 

以下に説明する高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者

以外の被保険者をいいます。 

（2）高年齢被保険者 

65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者に

該当しない者をいいます。 

（3）短期雇用特例被保険者 

季節的に雇用される者のうち次のいずれにも該当しない者のことをいいます。 

イ 4か月以内の期間を定めて雇用される者 

ロ 1週間の所定労働時間が 30時間未満である者 
 

この場合の「季節的に雇用される者」とは、季節的業務に期間を定めて雇用され

る者または季節的に入・離職する者のことをいいます。 

なお、短期雇用特例被保険者（以下「特例被保険者」という。）が同一の事業主に

引き続き雇用された期間が１年以上となるに至ったときは、その１年以上雇用され

るに至った日以後は、特例被保険者でなくなり、一般被保険者（65歳未満）または

高年齢被保険者（65歳以上）となります。 

また、同一事業所に連続して１年未満の雇用期間で雇用され、極めて短期間の離

職期間で入・離職を繰り返し、その都度特例一時金を受給しているような労働者に

ついては、原則として、以後は、一般被保険者として取り扱うこととなります。 
 

（4）日雇労働被保険者 

日々雇用される者または 30日以内の期間を定めて雇用される者をいいます。 

 

 



 

３ 被保険者とならない者（適用除外） 

 （1）１週間の所定労働時間が 20 時間未満である者 

「１週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の

週に勤務すべきこととされている時間のことをいいます。この場合の通常の週とは、 

祝祭日及びその振替休日、年末年始の休日、夏季休暇などの特別休日を含まない週

をいいます。 
 

なお、１週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合には、当該１周

期における所定労働時間の平均を１週間の所定労働時間とします。 
 

また、所定労働時間が複数の週で定められている場合は、各週の平均労働時間を、

１か月単位で定められている場合は、１か月の所定労働時間を 12 分の 52 で除して

得た時間を、１年単位で定められている場合は、1年の所定労働時間を 52で除して

得た時間を、それぞれ１週間の所定労働時間とします。 

 

（2）同一の事業主の適用事業に継続して 31 日以上雇用されることが見込まれない者 

「31 日以上雇用されることが見込まれる」場合の具体例については、下記４を参

照してください。 

 

（3）季節的に雇用される者であって、以下のイまたはロに該当するもの 

イ ４か月以内の期間を定めて雇用される者 

ロ １週間の所定労働時間が 30時間未満の者 

 

（4）学校教育法第 1 条に規定する学校、同法第 124 条に規定する専修学校または同法

第 134 条に規定する各種学校の学生または生徒 

 

（5）船員であって、特定漁船以外の漁船に乗り組むために雇用される者（１年を通じ

て船員として雇用される場合を除く） 

 

（6）国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の 

法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、雇用保険の求職 

者給付および就職促進給付の内容を超えると認められる者 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

雇用期間の定めなし 

2 か月契約 2 か月契約 

１か月契約 

更新規定有 

１か月契約 

更新規定有 

４ 「31日以上の雇用見込み」に関する具体例 

1 雇用期間の定めがなく雇用する場合 

⇒ 雇入れの当初から 31日以上の雇用見込みがあるものと判断できる。 

 

           

 

 

 

 

 

2 31 日以上の雇用期間を定めて雇用する場合 

⇒ 雇入れの当初から 31日以上の雇用見込みがあるものと判断できる。 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

3 31 日未満の雇用期間を定めて雇用する場合 

（1）雇用契約において、更新する旨の明示がある場合 

⇒ 契約期間は 1か月であるため、暦の大の月と小の月により、31日以上の雇用見込み

が異なることとなるが、更新する旨の明示があることにより、雇入れの当初から 31日

以上の雇用見込みがあるものと判断できる。 

 

※ 暦の大の月に雇用契約期間が 1 か月の場合は、31 日以上の雇用見込みがあるため、

更新明示の有無にかかわらず雇入れ日から加入する。 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

４月１日から加入 

雇入れ日 

４月１日 

６月１日 

５月１日 

４月１日から加入 

４月１日から加入 

雇入れ日 

４月１日 

雇入れ日 

４月１日 



 

25 日契約 

更新実績有 

25 日契約 

更新実績有 

25 日契約 

更新なし 

25日契約 

更新なし 
7日延長 

 

 

（2）雇用契約において、更新する旨の明示がない場合 
⇒ 契約期間が 25 日であり、かつ、更新の明示がないため、契約内容のみでは 31 日

以上の雇用見込みがあるものと判断することができない。 

しかしながら、同様の契約に基づき雇用されている者について、更新等により 31

日以上雇用されている実績があれば、31日以上雇用見込みがあるものと判断できる。 

           

 

 

 

 

 

 

 

（3） 雇用契約において、更新しない旨の明示がある場合 

⇒ 契約期間が 25 日であり、更新しない旨の明示があることにより、雇入れの当初か

ら 31日以上の雇用見込みがないものと判断できる。 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

（4）雇入れ時において 31 日以上雇用することが見込まれない場合であっても、

雇入れ後に雇入れ時から 31日以上引き続き雇用することが見込まれることと

なった場合 

⇒ 当初の契約期間が 25日であり、更新しない旨の明示があることにより、雇入れの

当初から 31日以上の雇用見込みがないものと判断し雇用保険の適用にならなかった

が、契約期間の途中で 31日以上の雇用見込みとなった場合には、その事実が発生し

た日から加入する。 

 

        

           

 

 

 

 

４月 26日 ４月１日から加入 

（過去に 31 日以上の雇用実績がある場合） 

雇入れ日 

４月１日 

雇入れ日 

4月 1日 

4 月 20 日から加入 

４月 26日 雇入れ日 

４月１日 
加入できない 

（日雇労働被保険者として加入できる場合がある） 

 

4 月 20 日に契約

を 7日延長 


